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別紙１ 

 

新規参入者の参入年度及び参入の次年度における排出係数の算出について 

 

１．基本的考え方 

新規参入者については、参入年度より前の排出係数が存在しないため、参入年度

及び参入の次年度について、既参入者と同様の方法によって国が排出係数を公表す

ることができず、結果として新規参入者から供給（販売）された特定排出者は代替

値を使わざるを得なくなる事態が想定され、このことが参入阻害をもたらすのでは

ないかとの指摘がある。 

このため、新規参入者については、以下の方法により参入年度及び参入次年度に

限って年度ごとの排出係数に相当する係数を算出の上、根拠資料とともに国に提出

し、国は、当該係数及び根拠資料の内容を確認し、ウェブサイトにて公表すること

とする。 

 

２．算出方法、公表時期等 

  新規参入者については、参入年度及び参入の次年度について、以下の方法により

年度ごとの排出係数に相当する係数の算出等を行う。 

① 特定排出者が当該事業者の参入年度（X年度）の排出量報告を行う場合 

➢ 参入者（甲）は排出量算定対象年度（X年度）の半ばに参入（特定排出者への

供給を開始）したことから、参入時から参入年度末までに甲が需要家（乙）に

供給した電気について排出係数を算出し、排出量算定対象年度の翌年度の当

初（X+1年６月半ば頃を想定。）までに国に提出。 

なお、甲は係数算出対象期間（参入時から参入年度末）に排出量調整無効化

がなされた国内及び海外認証排出削減量等を調整後排出係数の算出に用いる

ことができる。また、係数算出対象期間の翌年度である X+1 年４月１日から

５月３１日までの間に排出量調整無効化がなされた国内及び海外認証排出削

減量については、係数算出対象期間内に排出量調整無効化されたものとみな

し、調整後排出係数の算出に用いることができるものとする。ただし、新規参

入者の参入年度の調整後二酸化炭素排出量の算出に用いた国内及び海外認証

排出削減量については、翌年度以降の調整後排出係数の算出に用いることは

できない。 

➢ 国は、X+1 年６月中に乙が X 年度の排出量報告に使用することができる甲の

排出係数として、当該係数を公表。 

➢ 乙は、国が公表した甲の排出係数を用いて公表時以降、排出量を報告するこ

とも可能であるとともに、公表前に代替値その他実測値等を用いて排出量を

報告することも可能。 

➢ なお、X 年４月１日から甲の参入までの期間の電気の使用に伴う排出係数は、
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当該期間電気を供給した既参入者（丙）の前年度の排出係数を用いて排出量

を算定する。 

 

② 特定排出者が当該事業者の参入年度の次年度（X+1 年度）の排出量報告を行う

場合 

➢ 甲は X年度の半ばから参入したため、X年度全体（X年４月から X+1年３月ま

で）の排出係数を算出することができない。このため、甲が参入した月から

１２ヶ月間、甲が需要家（乙）に供給した電気について排出係数を算出し、国

に提出。 

➢ なお、甲は係数算出対象期間（参入した月から１２ヶ月間）に排出量調整無効

化がなされた国内及び海外認証排出削減量等を調整後排出係数の算出に用い

ることができる。また、係数算出対象期間の翌月から X+2 年５月３１日まで

の間に排出量調整無効化がなされた国内及び海外認証排出削減量については、

係数算出対象期間内に排出量調整無効化されたものとみなし、調整後排出係

数の算出に用いることができるものとする。ただし、新規参入者の参入の次

年度の調整後排出量の算出に用いた国内及び海外認証排出削減量については、

翌年度以降の調整後排出係数の算出に用いることはできない。 

➢ 国は X+2 年６月中に、乙が X+1 年度の排出量報告に使用することができる甲

の排出係数として、当該係数を公表。 

➢ 乙は、国が公表した甲の排出係数を用いて X+2 年６月以降、排出量を報告す

ることが可能。 

 

③ X+2年度以降については、既参入者の算出方法と同様に算出。 
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